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週休２日の積算方法について 

（「公共建築積算基準」の場合） 

 

 １. 工事費の積算方法 

   週休２日工事においては、現場閉所（現場休息）の状況に応じて、次の補正係数に 

より、労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及 

び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正することとし、「２. 単価の補 

正方法等」に基づき労務費を補正した複合単価及び市場単価等により、予定価格の 

もととなる工事費の積算を行う。 

   ・通期の４週８休以上の補正係数 １．０２ 

 

 ２. 単価の補正方法等 

   工事費の積算に用いる単価の補正方法等は以下による。 

 （１）複合単価 

    複合単価の労務単価は、公共工事設計労務単価に補正係数を乗じて補正する。 

    なお、交通誘導警備員の労務単価についても同様とする。 

 （２）市場単価、補正市場単価及び物価資料の掲載価格 

    市場単価、補正市場単価及び物価資料の掲載価格は、補正係数１．０２から算出 

した以下の表 A－２、表 E－２、表 M－２の補正率を用いた以下の式により補正 

する。 

    【新営工事、全館無人改修の場合】 

     ・市場単価×新営補正率 

     ・補正市場単価×新営補正率 

     ・物価資料の掲載価格×新営補正率 

    【執務並行改修の場合】 

     ・市場単価×改修補正率 

     ・補正市場単価×改修補正率 

     ・物価資料の掲載価格×改修補正率 
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表 A－２ 建築工事の補正率 

 ※「市場単価」：市場単価及び補正市場単価、「物価資料」：物価資料の掲載価格の補正率を 

示す。 
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表 E－２ 電気設備工事の補正率 

 

表 M－２ 機械設備工事の補正率 

 

〇その他 

 ・積算基準が異なる工種区分を有する工事は、主たる工種における補正係数を適用し 

ます。 

  ・主たる工種が、「土木工事標準積算基準」、「機械設備積算基準」、「港湾請負工事積

算基準」、「治山林道必携」、「水道事業実務必携」による場合においては、別途公表

しております各基準に応じた「週休２日工事の補正係数について」を参照してくだ

さい。 


